
（区・市町村）住民の皆様へ

　　

　　　ご本人様・ご家族様の中に、社会保険証と国民健康保険証の両方をお持ちの方は、いらっしゃいませんでしょうか？

　　　この２種類の保険証を同時にお持ちの場合には、二重加入に

なっている可能性があります。

　　　

二重加入の場合には、法令上、国民健康保険を脱退することが定められていますので、手続きをお願いします。

　　

脱退の手続きは、郵送でも可能です。

詳しくは、○○役所　国民健康保険係まで

1 電話

2 ○○役所ホームページ（○○課）をご覧ください
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○○　役所　国民健康保険係


〒○○○-○○○○


○○市○○　Δ丁目Δ番地Δ


電話○○○－○○○－○○○○（代表）


内線○○○・○○○・○○○











